
 

船舶事故等調査報告書 

平成２４年４月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１横第３９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年２月２７日（日） １０時５０分ごろ 

発生場所 茨城県ひたちなか市磯埼東方沖  

磯埼灯台から真方位０９７°３.１海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３６°２２.５′ 東経１４０°４１.４′） 

事故等調査の経過  平成２３年３月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ モーターボート 昭 人
しょうじん

丸、４.６４トン 

２３２－３９９９３茨城、個人所有 

Ｂ 漁船 飛
とび

弘
ひろ

丸、３.２０トン 

   ＩＧ３－６１７８（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部右舷から右舷中央にかけて外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部に圧壊 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、磯埼東方沖３Ｍ付近で釣りをする

ため、機関を中立にして漂泊していた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、一本釣り漁の操業を終えて帰航中、

船尾部で漁具を片付けながら、約１１ノットの速力で磯埼東方沖をひたち

なか市磯埼漁港に向けて西進していた。 

 両船は、平成２３年２月２７日１０時５０分ごろＡ船の右舷船首部とＢ

船の右舷船首部とが衝突した。 

船長Ａは、Ａ船の前方に向けて航行してくるＢ船に気付いており、Ｂ船

が避けるものと思っていたが、そのまま接近したので、衝突の少し前、警

笛を鳴らした。 

船長Ｂは、衝突の直前、警笛や大声が聞こえたので振り向いて初めてＡ

船に気付いたが、何もできずに衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約５０cm 

 その他の事項 両船は、自力航行可能であり、両船の乗組員は、全員救命胴衣を着用し

ていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ あり 

なし 

なし 

Ａ船は漂泊中、Ｂ船は西進中、磯埼東方沖にお

いて、両船が衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、船尾部で漁具の片付け作業を行い、



 

見張りを行っていなかったことから、Ａ船に気付

かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、磯埼東方沖において、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が西進中、船長Ｂ

が、見張りを行っていなかったため、Ａ船に気付かず、両船が衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・片付け作業中も前方の適切な見張りを行うこと。 

・自船に向けて航行してくる他船を認めた場合は、衝突を避けるための

動作をとることができる余裕のある時機に警笛を吹鳴すること。 

・漂泊中に他船の接近を認めた場合には、機関を使用して衝突を避ける

こと。 

 




